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１．令和７年度運営指導における主な指摘事項

№ 区分 項目 サービス種類 不適切事例 要改善・是正事項

1
人員に関する
基準

医師 生活介護
利用者に対して日常生活上の健康管理及び
療養上の指導を行うために必要な数の医師
が配置されていない。

早急に医師を配置すること。
なお、看護師等による利用者の健康状態の把
握や健康相談等が実施され、必要に応じて医
療機関への通院等により対応することが可能
な場合に限り、医師を配置しない取り扱いと
することができる。

2
運営に関する
基準

契約支給量の報告
等

就労継続支援Ｂ型
利用に係る契約をしたときに、受給者証記
載事項その他の必要な事項を市町村(特別
区を含む。以下同じ。)に報告していない。

利用に係る契約を締結した利用者及び受給者
証記載事項に変更があった利用者について、
それぞれ支給決定した市町村に報告すること。

3
運営に関する
基準

指定放課後等デイ
サービスの取扱方
針

放課後等デイサー
ビス

自己評価及び保護者評価並びに改善の内容
について、公表はしているが、市に届出し
ていない。
指定放課後等デイサービスプログラムにつ
いて、公表はしているが、市に届出してい
ない。

自己評価及び保護者評価の公表方法及び公表
内容について、市への届出を適正に行うこと。
指定放課後等デイサービスプログラムについ
て、市への届出を適正に行うこと。

4
運営に関する
基準

勤務体制の確保等
放課後等デイサー
ビス

職場において行われる性的な言動又は優越
的な関係を背景とした言動であって業務上
必要かつ相当な範囲を超えたものにより従
業者の就業環境が害されることを防止する
ための方針の明確化等の必要な措置を講じ
ていない。

適切な指定放課後等デイサービスの提供を確
保する観点から、従業者の就業環境が害され
ることを防止するための方針の明確化等必要
な措置を講ずること。
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１．令和７年度運営指導における主な指摘事項

№ 区分 項目 サービス種類 不適切事例 要改善・是正事項

5
運営に関する
基準

非常災害対策
放課後等デイサー
ビス

消防設備に関して必要な点検が行われてい
ない。

消防設備の点検を適正に行うこと。

6
運営に関する
基準

衛生管理等

児童発達支援
放課後等デイサー
ビス
居宅訪問型児童発
達支援
保育所等訪問支援

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止
のための対策を検討する委員会（感染対策
委員会）を開催していない。
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止
のための研修並びに感染症の予防及びまん
延の防止のための訓練を実施していない。

感染対策委員会を定期的（おおむね３月に１
回以上）に開催し、その結果について、従業
者に周知徹底を図ること。
訓練を定期的（年２回以上）に実施すること。

7
運営に関する
基準

衛生管理等
計画相談支援
障害児相談支援

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止
のための対策を検討する委員会（感染対策
委員会）を開催していない。
感染症の予防及びまん延の防止のための指
針を整備していない。感染症及び食中毒の
予防及びまん延の防止のための研修並びに
感染症の予防及びまん延の防止のための訓
練を実施していない。

感染対策委員会を定期的（おおむね６月に１
回以上）に開催し、その結果について、従業
者に周知徹底を図ること。
感染症の予防及びまん延の防止のための指針
を整備すること。研修及び訓練について、定
期的（それぞれ年１回以上）に実施すること。

8
運営に関する
基準

訓練等給付費等の
額に係る通知等

就労継続支援Ｂ型
訓練等給付費の支給を受けた際、支給決定
障害者等に対する当該支給決定障害者等に
係る訓練等給付費の額を通知していない。

訓練等給付費について、支給決定障害者等に
対し、当該支給決定障害者に係る訓練等給付
費の額を通知すること。
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１．令和７年度運営指導における主な指摘事項

№ 区分 項目 サービス種類 不適切事例 要改善・是正事項

9
運営に関する
基準

工賃の支払等 就労継続支援Ｂ型
工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し
支払われた工賃の平均額を利用者に通知し
ていない。

年度ごとに工賃の目標水準を設定し、当該工
賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払
われた工賃の平均額を利用者に通知するとと
もに青森県及び八戸市に報告すること。
なお、利用者への通知は、利用者それぞれへ
の通知でなくとも、事業所内へ掲示すること
でもよい。

10
運営に関する
基準

業務継続計画の策
定等

生活介護
就労継続支援Ｂ型

業務継続計画に関する必要な研修及び訓練
が定期的に実施されていない。

業務継続計画に関する研修及び訓練について、
定期的（年１回以上）に実施すること。

11
運営に関する
基準

協力医療機関
生活介護
就労継続支援Ｂ型

利用者の病状の急変等に備えるための協力
医療機関が定められていない。

早急に協力医療機関を定めること。

12
運営に関する
基準

掲示 就労継続支援Ｂ型

運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協
力医療機関その他の利用申込者のサービス
の選択に資すると認められる重要事項を事
業所に掲示していない。

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、
従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の
利用申込者のサービスの選択に資すると認め
られる重要事項を掲示すること。
なお、当該掲示が必要な事項を重要事項説明
書に記載してその重要事項説明書を掲示、又
は、ファイリングし、利用者又はその家族が
自由に閲覧可能な形で事業所内に備え付ける
ことでもよい。
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１．令和７年度運営指導における主な指摘事項

№ 区分 項目 サービス種類 不適切事例 要改善・是正事項

13
運営に関する
基準

身体拘束等の禁止
就労継続支援Ａ型
就労継続支援Ｂ型

身体拘束等の適正化のための指針を整備し
ていない。

身体拘束等の適正化のための指針を整備する
こと。

14
運営に関する
基準

変更の届出
生活介護
就労継続支援Ｂ型

協力医療機関の名称及び診療科名並びに当
該協力医療機関の契約の内容について、変
更の届出を行っていない。

協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該
協力医療機関の契約の内容について変更が生
じた場合は、10日以内に変更の届出を行うこ
と。

15
運営に関する
基準

通所利用者負担額
の受領

放課後等デイサー
ビス

延長支援加算において「延長支援時間２時
間以上」の区分で算定しているにも関わら
ず、利用者から延長料金を徴収していた。

報酬（障害児通所給付費等）と利用者からの
延長料金を二重で受領することのないよう、
必要な措置（利用者への返金又は報酬返還）
を講じること。

16 報酬
生活介護サービス
費

生活介護
就労継続支援Ｂ型

指定生活介護及び指定就労支援Ｂ型の多機
能型事業所であるにも関わらず、指定生活
介護サービスのみの利用定員に応じた単位
数にて算定していた。
医師未配置、業務継続計画未策定であった
にもかかわらず、減算しない単位数を算定
していた。

指定生活介護及び指定就労支援Ｂ型の多機能
型事業所は、各サービスの利用定員の合計数
に応じた区分により算定すること。これによ
り算定される適正な報酬と受領済みの報酬と
の差額分を返還すること。
医師未配置減算及び業務継続計画未策定減算
について市に届出するとともに、減算分の報
酬を返還すること。
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１．令和７年度運営指導における主な指摘事項

№ 区分 項目 サービス種類 不適切事例 要改善・是正事項

17 報酬

就労継続支援Ａ型
サービス費
就労継続支援Ｂ型
サービス費

就労継続支援Ａ型
就労継続支援Ｂ型

施設外就労について、職員を適正に配置せ
ず、報酬を算定していた。

施設外就労については、当該施設外就労を行
う日の利用者数に対して報酬算定上必要とさ
れる人数（常勤換算方法による。）の職員を
配置すること。
職員を適正に配置していない日に算定した報
酬を返還すること。

18 報酬
福祉専門職員配置
等加算

生活介護
就労継続支援Ｂ型

加算対象職員が退職し加算要件を満たして
いない状況であったにも関わらず、加算を
算定していた。

福祉専門職員配置等加算について、要件を満
たさず算定した報酬を返還すること。

19 報酬
医療連携体制加算
（Ⅶ）

共同生活援助

医療連携体制加算（Ⅶ）の算定要件とされ
ている「重度化した場合の対応に係る指
針」の入居者又はその家族等からの同意が
得られていなかった。

医療連携体制加算（Ⅶ）を算定する場合に、
重度化した場合の対応に係る指針を定め、入
居の際に、入居者又はその家族等に対して、
当該指針の内容を説明し、同意を得ること。
同意を得ずに算定した報酬を返還すること。

20 報酬
児童指導員等加配
加算

児童発達支援
児童発達支援給付費の算定に必要とする員
数に加えて児童指導員又はその他の従業者
を１以上配置していない日に算定していた。

児童指導員等加配加算の要件を満たしていな
い日に算定した報酬を返還すること。
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１．令和７年度運営指導における主な指摘事項

№ 区分 項目 サービス種類 不適切事例 要改善・是正事項

21 報酬
専門的支援体制加
算

児童発達支援
放課後等デイサー
ビス
居宅訪問型児童発
達支援
保育所等訪問支援

児童発達支援給付費の算定に必要とする員
数（児童指導員等加配加算を算定している
場合においては、当該加算の算定に必要と
なる従業者の員数を含む。）に加え、理学
療法士等を１以上配置 （常勤換算による
配置）していない月に算定していた。

専門的支援体制加算の要件を満たしていない
日に算定した報酬を返還すること。
なお、返還に係る常勤換算について、月単位
（当該月の初日からの起算）での常勤換算に
おいて１以上の配置ができていない場合は、
当該月に属する週（当該週の日曜日からの起
算）において、常勤換算で理学療法士等を１
以上配置できていない場合に、算定していた
日について報酬を返還すること。

22 報酬
個別サポート加算
（Ⅰ）

放課後等デイサー
ビス

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）
の課程を修了した者が対象児に指定放課後
等デイサービスを行っていない日に「さら
に１日につき30単位の加算」を算定してい
た。

個別サポート加算（Ⅰ）の「さらに１日につ
き30単位の加算」は、強度行動障害支援者養
成研修（基礎研修）の課程を修了し、当該研
修の課程を修了した旨の証明書の交付を受け
た者を配置し、当該研修修了者が本加算の対
象児に指定放課後等デイサービスを行った場
合に算定できるものであることから、要件を
満たさず算定した報酬を返還すること。

23 報酬 送迎加算
放課後等デイサー
ビス

送迎車両の運行日誌において送迎を行った
記録がない利用者に関して送迎加算を算定
していた。

送迎を行った際は適切に記録すること。運行
日誌と実績記録を確認し、運行日誌に送迎の
記録がない者について算定した報酬を返還す
ること。

24 その他 業務管理体制
放課後等デイサー
ビス

業務管理体制の整備に関する事項を市に届
出していない。

業務管理体制の整備に関する事項について、
市への届出を適正に行うこと。
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● 主な改定事項

○ 福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充等
・ 処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから障害福祉従事
者に拡大。

・ 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する加算率の上乗せ。
・ 計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に対する処遇改善
加算の新設。

・ ベースアップなどによる更なる賃上げや生産性向上等の取組を後押しするた
めの必要な措置。

○ 令和８年度における応急的な見直し
・ 就労移行支援体制加算の見直し
・ 就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し
・ 応急的な報酬単価の特例【就労継続支援B型、共同生活援助（介護
サービス包括型・日中支援型）、児童発達支援、放課後等デイサービス）

● 厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議
 資料（令和８年２月１８日）は、次ページ以降（P9～P35）のとおり。

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容
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本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 10

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 11

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 12

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 13

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 14

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 15

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 16

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 17

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 18

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 19

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 20

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 21

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 22

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 23

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 24

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 25

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 26

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 27

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 28

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 29

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 30

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 31

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 32

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 33

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 34

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 35

本資料は、厚生労働省及びこども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議資料（令和８年２月１８日）です。
≪厚生労働省HP「令和８年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html

２．令和８年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容



Hachinohe City 36

（１）変更届の提出について（共通）

３．留意事項

① 変更届は、原則、変更が生じた日から１０日以内に提出すること。

② 事業所の移転、従たる事業所の追加・移転及び共同生活援助の住居追加に関する変更等につ
いては、市へ事前相談のうえ、変更日の前月１日までに変更届を提出すること。

③ 新たに加算等を算定する場合など報酬の増加を伴う変更等については、原則、当月１５日以前
に届け出た場合は翌月分から、当月１６日以降に届け出た場合は翌々月分からの適用となるた
め留意すること。

④ 加算等の算定の適用要件が前年度実績による場合は、令和８年４月１５日以前に届け出た場
合は当月分から、それ以降に届け出た場合は原則（上記③）どおりの取り扱いとなるため留意する
こと。

⑤ 加算等の算定の適用要件が前月実績による場合は、当月１５日以前に届け出た場合は当月分
から、それ以降に届け出た場合は原則（上記③）どおりの取り扱いとなるため留意すること。

⑥ 加算等の要件を満たさなくなる場合など報酬の減少を伴う変更等については、速やかに届け出るこ
ととし、届け出る時期が遅くなった場合であっても、その事実が発生した時期に遡って適用されるた
め留意すること。
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（１）変更届の提出について（共通）

３．留意事項

⑦ 次に掲げる事項（加算については加算を算定している場合のみ）については、報酬区分等の変更
の有無に関わらず、令和８年４月１５日までに変更届を提出すること。
・就労移行支援の基本報酬
・就労継続支援A型の基本報酬
・就労継続支援B型の基本報酬（平均工賃月額の算定に当たっては、月の途中において、利
用を開始（退院）又は終了（入院）した者に関しては、当該月の工賃支払対象者から除
外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均
工賃月額を算出すること。）
・就労定着支援の基本報酬
・就労移行支援体制加算（生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型）
・就労支援関係研修修了加算（就労移行支援）
・地域移行支援体制加算（施設入所支援）
・就労定着実績体制加算（就労定着支援）
・地域移行支援サービス費（Ⅰ）（地域移行支援）
・地域移行支援サービス費（Ⅱ）（地域移行支援）

⑧ 令和８年度から変更届等の様式が変わるため、令和８年４月１日以降に市ホームページから様
式をダウンロードすること。
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（２）各種申請書・届出書の提出方法について（共通）

３．留意事項

「新規指定申請」、「変更指定申請」、「指定更新申請」、「指定内容の変更に係る届出（変更
届）」、「指定事業所の廃止・休止・再開に係る届出」、「指定障害者支援施設の辞退に係る届
出」について、令和８年５月１日以降、電子メールでの提出を原則とします。（全サービス共通）

１．提出先
八戸市障がい福祉課代表メールアドレス「shogaif@city.hachinohe.aomori.jp」

２．メール件名
例１）「指定障害福祉サービス事業所の新規指定申請」
例２）「指定特定相談支援事業所の指定更新申請」
例３）「指定障害児通所支援事業所の廃止届」

３．データ形式
PDF形式
（ワード・エクセル形式も可能ですが、可能な範囲でPDF形式での提出をお願いします。）

４．備考
・メール本文に担当者の氏名、連絡先（電話番号等）を記載してください。
・令和７年度まで原本（原本証明含む。）での提出を求めていた「登記事項証明書」及び「実務経験証明
書」は、令和８年５月１日以降、写し（コピー）の提出とします。（原本証明も不要。）
・令和８年度から各種申請書・届出書の様式が変わるため、令和８年４月１日以降に市ホームページから
様式をダウンロードすること。
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（３）事故等発生時の対応・報告について（共通）

３．留意事項

● 指定基準等

【根拠規定】
・八戸市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
（平成28年9月28日条例第65号）
・八戸市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
（平成28年9月28日条例第66号）
・八戸市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
（令和元年12月23日条例第45号）

○ 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の
家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

○ 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

○ 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を
速やかに行わなければならない。
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（２）事故等発生時の対応・報告について（共通）

３．留意事項

● 対象施設等（障害）

○ 障害者支援施設
○ 地域活動支援センター
○ 福祉ホーム
○ 障害福祉サービス事業所
○ 障害児通所支援事業所
○ 一般相談支援事業所
○ 特定相談支援事業所
○ 障害児相談支援事業所

【根拠規定】
・八戸市社会福祉施設等における事故等発生時の報告取扱要綱
・社会福祉施設等における事故等発生時の報告取扱い

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shogaifukushika/fukushi_kaigo/1/2917.html
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（３）事故等発生時の対応・報告について（共通）

３．留意事項

● 報告対象の事故等

○ サービスの提供時における利用者のけが又は死亡事故
・施設内における事故等のほか、送迎、通院等の間の事故等を含む。
・在宅福祉事業についても、同様の取扱い。
・「けが」とは、転倒若しくは転落に伴う骨折若しくは出血、火傷、誤嚥、誤薬等により医療機関において治療（当該施設内又は併設医療機
関での医療処置を含む。）又は入院。
・施設等の責任及び過失の有無は問わず、利用者の自己責任及び第三者の過失によるもの、また、利用者が病気等により死亡した場合で
あっても、死因等に疑義が生じる可能性があるときも報告対象。

○ 感染症・食中毒の発生又はそれらの疑い
・一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症が報告対象。
・同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者（医療機関に入院した者をいう。）が１週間以内に
２人以上発生した場合に報告。
・同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が１０人以上又は全利用者の半数以上発生した場合に報告。
・通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設の長が報告を必要と認めた場合に報告。

○ 利用者の無断外出又は行方不明
・行方不明となったその当日中に発見できなかった場合に報告。
・警察に捜索願を届け出た場合に報告。

○ 職員又は従業員の法令違反、不祥事等
○ 火災、地震、風水害その他これらに類する災害による被害
○ その他、サービスの提供において利用者の処遇に著しい影響を与える等の報告が必要と認められ
る事故等
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（３）事故等発生時の対応・報告について（共通）

３．留意事項

● 報告の方法

○ サービスの提供時における利用者のけが又は死亡事故
○ 利用者の無断外出又は行方不明

①利用者の家族に連絡。
②市（障がい福祉課：0178-43-9343（休庁・深夜：0178-43-2111））に電話にて第一報。
③事故報告書（第1号様式）を速やかに市に提出。
※サービス提供時における利用者の死亡事故、利用者の無断外出又は行方不明については、休庁日であっても上記②、③が必要。
（深夜の場合は翌朝）

○ 感染症・食中毒の発生又はそれらの疑い
①利用者の家族に連絡。
②市に電話にて第一報。
感染症：「障がい福祉課：0178-43-9343」と「保健予防課：0178-38-0716」 （休庁・深夜：0178-43-2111）
食中毒：「障がい福祉課：0178-43-9343」と「衛生課：0178-38-0720」（休庁・深夜：0178-43-2111）

③事故報告書（第2号様式）を速やかに市に提出。
※休庁日であっても上記②、③が必要。（深夜の場合は翌朝）

○ 職員又は従業員の法令違反、不祥事等
○ 火災、地震、風水害その他これらに類する災害による被害
○ その他、サービスの提供において利用者の処遇に著しい影響を与える等の報告が必要と認められ
る事故等
①利用者の家族に連絡。
②書面（任意様式）にて市に報告。
※火災において消防機関に出動要請した場合、報道の可能性のある事案、利用者に対する虐待、法令違反等については、休庁日であっても
市（障がい福祉課：0178-43-2111）に電話にて第一報のうえ、上記③が必要。（深夜の場合は翌朝）
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（３）事故等発生時の対応・報告について（共通）

３．留意事項

● 事故報告書（様式）

第１号様式
○ サービスの提供時における利用者のけが又は死亡事故
○ 利用者の無断外出又は行方不明

第２号様式
○ 感染症・食中毒の発生又はそれらの疑い



Hachinohe City 44

（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項

虐待防止措置未実施減算

下記措置のいずれか一つでも講じていない場合には「虐待防止措置未
実施減算(所定単位数の１％を減算）」が適用されます。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会（虐待防止委員会）の定
 期的な開催（年1回以上）及び従業者への周知徹底
※事業所単位ではなく、法人単位での設置も可

(2)従業者に対する定期的な研修の実施（年1回以上）
※事業所内で行う職員研修、協議会や基幹相談支援センター等が実
施する研修に事業所が参加した場合も実施したものと見なす。

(3)上記(1)、(2)を適切に実施するための担当者の設置
※担当者はサービス提供責任者等を設置
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項

○ 八戸市障害者虐待防止センター

・八戸市 障がい福祉課【市庁別館2階】
TEL：0178-43-9343、FAX：0178-22-4810
受付時間：月～金（祝日、年末年始を除く）8：15～17：00

・障害者相談・活動支援センター ぴあみなと【八戸市大字廿三日町18】
TEL・FAX：0178-44-4456
受付時間：月～土（祝日、年末年始を除く） 9：00～16：00
※日曜・祝日・夜間の連絡先：090-7331-3885

・地域生活支援センター 青明舎【八戸市大字田面木字赤坂16-8】
TEL：0178-70-2088、FAX：0178-32-0865
受付時間：月～土（祝日、年末年始を除く） 9：00～16：00
※日曜・祝日・夜間の連絡先：080-1804-3500

・地域活動支援センター ハートステーション【八戸市小中野三丁目12-2】
TEL・FAX：0178-46-5431
受付時間：月～土（祝日、年末年始を除く） 8：30～17：30
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項



Hachinohe City 59

（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項

身体拘束廃止未実施減算

令和５年４月から、下記措置のいずれか一つでも講じていない場合に「身体拘
束廃止未実施減算(１日あたり５単位減算）」が適用されておりましたが、令和
６年４月からは取扱いが変更になり、「施設・居住系サービスは所定単位数の
10％減算、訪問・通所系は所定単位数の１％減算」に見直されました。

(1)やむを得ず身体拘束等を行う場合の記録
 ※その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由そ

の他必要な事項を記録する。
(2)身体拘束等の適正化のための対策を検討するための委員会の開催

※定期的（年１回以上）に開催し、検討結果を従業者に対し、周知徹底を
図る。

(3)身体拘束等の適正化のための指針の整備
※事業所における身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

(4)従業者への定期的な身体拘束等の適正化についての研修の実施
 ※従業者に対し、指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的（年１

回以上）に研修を実施する。
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（４）障害者虐待の防止等について（共通）

３．留意事項

○ 参考資料

・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要
⇒『障害者虐待防止』【厚生労働省ホームページ】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index.html

・障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き
（施設・事業所従事者向けマニュアル）（令和６年７月）
⇒『通知・関連資料等』【厚生労働省ホームページ】

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html

・八戸市障害者虐待防止センター
⇒『障害者虐待防止について』【八戸市ホームページ】

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/kenko_fukushi/fukushi_kaigo/shogaishafukushi/8298.html


